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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が入賞可能な始動入賞口と、通常図柄が表示される図柄表示手段と、遊技に係る
動作を制御する制御手段と、前記通常図柄、及び前記図柄表示手段における前記通常図柄
の変動表示態様であり、図柄変動時間が夫々異なる複数種類の通常詳細変動パターンを記
憶する記憶手段とが設けられており、
　前記制御手段は、遊技球の前記始動入賞口への入賞の検出に応じて大当たり抽選を実行
し、当該大当たり抽選の結果にもとづいて少なくとも前記通常図柄の確定表示態様と前記
図柄変動時間とを決定するとともに、決定した前記図柄変動時間に応じた前記通常詳細変
動パターンにしたがい前記通常図柄を変動させた後、決定した前記確定表示態様で前記通
常図柄を確定表示させるパチンコ機であって、
　前記制御手段は、前記図柄の変動表示中における前記始動入賞口への入賞を検出した時
点で、所定の抽選実行条件が充足されると、突入抽選を実行するとともに当該突入抽選の
結果を確認する一方、
　前記記憶手段に、前記通常図柄とは異なる図柄であり、前記図柄表示手段に表示される
特定図柄と、前記図柄表示手段における前記特定図柄の変動表示態様であり、前記特定図
柄の変動を開始させ、特定時間が経過すると、前記特定図柄を所定の表示態様で仮停止表
示させる特定詳細変動パターンとが記憶されているとともに、前記図柄変動時間が前記特
定時間の自然数Ｎ倍とされており、
　前記制御手段は、前記突入抽選に当選したことを含む所定の遊技条件が充足されると、
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決定した前記図柄変動時間にわたる前記通常図柄の変動表示を開始するにあたり、前記通
常図柄を前記特定図柄に切り替えるとともに、前記特定図柄の前記特定詳細変動パターン
にしたがった変動表示及び仮停止表示を、前記図柄変動時間の種類に応じて前記自然数Ｎ
回実行し、前記自然数Ｎ回目の仮停止表示態様のまま前記特定図柄を確定表示させること
を特徴とするパチンコ機。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記図柄の変動表示中に前記始動入賞口への入賞を検出した時点から
、当該変動表示において前記図柄が確定表示となるまでの残余時間を確認する残余時間確
認手段を備えており、
　前記制御手段は、前記突入抽選に当選し、且つ、前記残余時間が前記特定時間よりも短
いと前記遊技条件が充足されたと判断することを特徴とする請求項１に記載のパチンコ機
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技領域へ遊技球を打ち込んで流下させて遊技するパチンコ機に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来一般的なパチンコ機では、始動入賞口やチューリップ式電動役物へ遊技球が入賞す
ると、所謂「大当たり抽選」を実行するとともに、図柄表示部において「大当たり抽選」
の結果に応じた図柄変動パターンにしたがって図柄の変動表示を開始し、当該変動開始か
ら所定の図柄変動時間が経過すると、「大当たり抽選」の結果に応じた所定の確定表示態
様で図柄を確定表示するようになっている。そして、特許文献１に開示されているように
、図柄の変動開始から確定表示までの図柄変動パターンである詳細変動パターンにおいて
、図柄の変動表示及び仮停止表示を複数回繰り返すような詳細変動パターンを有するパチ
ンコ機も考案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２１９７２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一般的に、図柄の変動表示及び仮停止表示を複数回繰り返すに際し、繰り返す回数によ
って図柄変動パターンの全体の変動時間（すなわち図柄変動時間）は異なっている。そし
て、従来のパチンコ機では、図柄の変動開始から確定表示までの詳細変動パターン、若し
くは、少なくとも図柄の変動表示及び仮停止表示が繰り返されている間の詳細変動パター
ンについて、一連の詳細変動パターンとして設定されているため、仮停止表示の回数の種
類に応じて異なる詳細変動パターンが設定されていることになる。つまり、たとえば変動
表示及び仮停止表示を２回繰り返す詳細変動パターン、３回繰り返す詳細変動パターン、
及び５回繰り返す詳細変動パターンは、全て異なる詳細変動パターンとして記憶手段に設
定されており、「大当たり抽選」において決定された図柄変動時間に対応する詳細変動パ
ターンを記憶手段から読み出していた。そのため、仮停止表示する回数の種類と同じ数の
詳細変動パターンを設定しなければならず、煩わしいという問題がある。また、記憶手段
における詳細変動パターンのための記憶領域が多く必要で、図柄表示部における表示演出
以外の他の演出のために必要な記憶領域が制限されてしまうといった問題もある。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みなされたものであって、仮停止表示する回数の種類
よりも図柄変動パターンの種類が少ない数ですみ、記憶手段における記憶領域の節約をも
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図ることができるパチンコ機を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明のうち請求項１に記載の発明は、遊技球が入賞可能
な始動入賞口と、通常図柄が表示される図柄表示手段と、遊技に係る動作を制御する制御
手段と、前記通常図柄、及び前記図柄表示手段における前記通常図柄の変動表示態様であ
り、図柄変動時間が夫々異なる複数種類の通常詳細変動パターンを記憶する記憶手段とが
設けられており、前記制御手段は、遊技球の前記始動入賞口への入賞の検出に応じて大当
たり抽選を実行し、当該大当たり抽選の結果にもとづいて少なくとも前記通常図柄の確定
表示態様と前記図柄変動時間とを決定するとともに、決定した前記図柄変動時間に応じた
前記通常詳細変動パターンにしたがい前記通常図柄を変動させた後、決定した前記確定表
示態様で前記通常図柄を確定表示させるパチンコ機であって、前記制御手段は、前記図柄
の変動表示中における前記始動入賞口への入賞を検出した時点で、所定の抽選実行条件が
充足されると、突入抽選を実行するとともに当該突入抽選の結果を確認する一方、前記記
憶手段に、前記通常図柄とは異なる図柄であり、前記図柄表示手段に表示される特定図柄
と、前記図柄表示手段における前記特定図柄の変動表示態様であり、前記特定図柄の変動
を開始させ、特定時間が経過すると、前記特定図柄を所定の表示態様で仮停止表示させる
特定詳細変動パターンとが記憶されているとともに、前記図柄変動時間が前記特定時間の
自然数Ｎ倍とされており、前記制御手段は、前記突入抽選に当選したことを含む所定の遊
技条件が充足されると、決定した前記図柄変動時間にわたる前記通常図柄の変動表示を開
始するにあたり、前記通常図柄を前記特定図柄に切り替えるとともに、前記特定図柄の前
記特定詳細変動パターンにしたがった変動表示及び仮停止表示を、前記図柄変動時間の種
類に応じて前記自然数Ｎ回実行し、前記自然数Ｎ回目の仮停止表示態様のまま前記特定図
柄を確定表示させることを特徴とする。
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記制御手段は、前記図柄
の変動表示中に前記始動入賞口への入賞を検出した時点から、当該変動表示において前記
図柄が確定表示となるまでの残余時間を確認する残余時間確認手段を備えており、前記制
御手段は、前記突入抽選に当選し、且つ、前記残余時間が前記特定時間よりも短いと前記
遊技条件が充足されたと判断することを特徴とする。
【０００７】
　なお、遊技球が流下可能な遊技領域内に、遊技球が入賞可能な始動入賞口と、図柄を表
示可能な図柄表示部とが設けられているとともに、遊技に係る動作を制御する制御手段と
、前記図柄を記憶する図柄記憶領域、及び前記図柄表示部における前記図柄の変動表示態
様であり、図柄変動時間が夫々異なる複数の詳細変動パターンを記憶する通常変動パター
ン記憶領域を有する記憶手段とが設けられており、前記遊技領域内を流下する遊技球の前
記始動入賞口への入賞を検出すると、前記制御手段は乱数を取得し、前記入賞に係る図柄
の変動を開始するにあたって、取得した数値が所定の大当たり数値であるか否かの大当た
り判定を実行を判定するとともに前記図柄の図柄変動時間を決定し、決定した図柄変動時
間に対応する前記詳細変動パターンにしたがい前記図柄表示部において前記図柄の変動を
開始させ、前記図柄変動時間が経過すると、前記大当たり判定の結果に対応する確定表示
態様で前記図柄を確定表示するパチンコ機において、前記記憶手段に、前記図柄表示部に
表示可能な特定図柄を記憶する特定図柄記憶領域と、前記図柄表示部における前記特定図
柄の変動表示態様であり、前記特定図柄の変動を開始させ、特定時間が経過すると、前記
特定図柄を所定の表示態様で仮停止表示する特定詳細変動パターンを記憶する特定変動パ
ターン記憶領域とを設けるとともに、前記制御手段に、遊技球の前記始動入賞口への前記
入賞の検出に起因して表示制御抽選を実行する表示制御抽選手段と、前記図柄表示部にお
ける変動表示態様を切り替える表示態様切替手段とを備え、前記制御手段は、前記表示制
御抽選に当選すると、前記図柄表示部において前記詳細変動パターンにしたがった前記図
柄の変動開始から前記図柄変動時間が経過して前記図柄を確定表示するまでの間に、前記
図柄表示部において前記図柄を前記特定図柄とするとともに、当該特定図柄の前記特定詳
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細変動パターンにしたがった変動表示及び仮停止表示を、前記図柄変動時間の種類に応じ
て異なる回数繰り返すという第１の構成を採用してもよい。
　そして、そのような第１の構成を採用することで、１つの特定詳細変動パターンだけ設
定しておけば、従来の如く変動表示及び仮停止表示を繰り返す回数の違い毎に一々異なる
特定詳細変動パターンを設定しなくても、当該特定詳細変動パターンを繰り返す回数の違
いだけで対応することができる。したがって、特定詳細変動パターンとして予め記憶して
おかなければならないものの種類が少なくてすみ、図柄変動パターンの設定が簡易である
し、記憶領域を節約することができる上、そのように少ない種類の特定詳細変動パターン
で繰り返し回数が異なる等の多様な表示演出を遊技者に提供することができる。
　また、上記第１の構成を採用したものにおいて、前記詳細変動パターンの前記図柄変動
時間が前記特定時間の自然数Ｎ倍であり、前記制御手段は、前記特定図柄の前記特定詳細
変動パターンにしたがった変動表示及び仮停止表示を、前記図柄変動時間の種類に応じて
Ｎ回繰り返すという第２の構成を採用してもよい。
　そして、そのような第２の構成を採用することで、たとえば特定詳細変動パターンによ
る表示演出に切り替えた後、当該表示演出を複数の入賞にわたって継続するような場合や
、図柄の変動開始時から特定詳細変動パターンによる表示演出に切り替えるような場合に
、特定図柄の変動表示及び仮停止表示の繰り返し回数を決定するだけで容易に対応するこ
とができる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、制御手段が、図柄の変動表示中における始動入賞口への入賞を検出し
た時点で、所定の抽選実行条件が充足されると、突入抽選を実行するとともに当該突入抽
選の結果を確認する一方、記憶手段に、通常図柄とは異なる図柄であり、図柄表示手段に
表示される特定図柄と、図柄表示手段における特定図柄の変動表示態様であり、特定図柄
の変動を開始させ、特定時間が経過すると、特定図柄を所定の表示態様で仮停止表示させ
る特定詳細変動パターンとが記憶されているとともに、図柄変動時間が特定時間の自然数
Ｎ倍とされており、制御手段は、所定の遊技条件が充足されると、決定した図柄変動時間
にわたる通常図柄の変動表示を開始するにあたり、通常図柄を特定図柄に切り替えるとと
もに、特定図柄の特定詳細変動パターンにしたがった変動表示及び仮停止表示を、図柄変
動時間の種類に応じて自然数Ｎ回実行し、自然数Ｎ回目の仮停止表示態様のまま特定図柄
を確定表示させる。そのため、従来の如く変動表示及び仮停止表示を繰り返す回数の違い
毎に一々異なる特定詳細変動パターンを設定しなくても、特定詳細変動パターンしたがっ
た変動表示及び仮停止表示を実行する回数の違いで対応することができる。したがって、
特定詳細変動パターンとして予め記憶しておかなければならないものの種類が少なくてす
み、図柄変動パターンの設定が簡易であるし、記憶領域を節約することができる上、特定
図柄の変動表示及び仮停止表示の実行回数が異なる多様な表示演出を遊技者に提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】パチンコ機を前面側から示した説明図である。
【図２】遊技盤を前面側から示した説明図である。
【図３】パチンコ機を後面側から示した説明図である。
【図４】パチンコ機の制御機構を示したブロック図である。
【図５】ｄカウンタの数値と「基本変動パターン」との対応を示した説明図である。
【図６】「基本変動パターン」と「詳細変動パターン」との対応を示した説明図である。
【図７】図柄表示部において通常の装飾図柄を変動表示している状態において予定情報を
受信した際の制御を示したフローチャート図である。
【図８】突入抽選に当選した状態において、図柄表示部で装飾図柄の変動表示中に予定情
報を受信した際の制御を示したフローチャート図である。
【図９】特定詳細変動パターンでの変動表示を、予定情報をまたいで継続するか否か制御
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について示したフローチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の一実施形態となるパチンコ機について、図面にもとづき詳細に説明する
。
【００１１】
（パチンコ機の全体的な説明）
　図１は、パチンコ機１を前面側から示した説明図である。また、図２は、遊技盤２を前
面側から示した説明図である。さらに、図３は、パチンコ機１を後面側から示した説明図
である。
　パチンコ機１は、遊技盤２の前面に形成された遊技領域１６内へ遊技球を打ち込み、遊
技領域１６内を流下させて遊技するものであって、遊技盤２は、支持体として機能する機
枠３の前面上部に、金属製のフレーム部材であるミドル枠５を介して設置されている。ま
た、遊技盤２の前方には、ガラス板を嵌め込み設置してなる前扉４が、左端縁を軸として
片開き可能に機枠３に蝶着されており、該前扉４によって閉塞される遊技盤２の前方空間
が遊技領域１６とされている。
【００１２】
　当該遊技領域１６は、遊技盤２の前面に円弧状に配設された外レール２３及び内レール
２４等によって囲まれており、遊技領域１６に左部における両レール２３、２４間が遊技
球を遊技領域１６内へ打ち込むための発射通路１３とされている。また、遊技領域１６の
略中央には、「０」～「９」の数字からなる装飾図柄を表示するための図柄表示部６が設
けられている。さらに、図柄表示部６を囲むように種々の電動役物を備えたセンター部材
２６が遊技盤２に設置されており、該センター部材２６の左方には、遊技球が通過可能な
ゲート部材６０が設けられている。加えて、遊技領域１６におけるセンター部材２６の下
方には、遊技球が入賞可能な始動入賞口１９と、一対の翼片を開閉動作可能に備えたチュ
ーリップ式電動役物１７と、開閉可能な扉部材を有する大入賞装置１８とが設置されてい
る。
【００１３】
　さらに、遊技領域１６外となる遊技盤２の右下部には、保留情報の数を表示する４つの
ＬＥＤからなる保留表示部２０と、特別図柄を表示するための７セグメント表示器からな
る特別図柄表示部６１とが設けられている。なお、保留表示部２０や特別図柄表示部６１
は、前扉４を閉塞したとしても、前扉４の前方にいる遊技者から視認可能な位置に設けら
れている。
【００１４】
　また、機枠３の前面側であって上記遊技盤２の下方には、遊技球を発射装置１０へ供給
するための供給皿７、及び供給皿７から溢れた遊技球を貯留するための貯留皿８が取り付
けられており、供給皿７は前扉４の開放に伴い、貯留皿８はミドル枠５の開放に伴い夫々
機枠３に対して片開き可能となっている。さらに、貯留皿８の右側には、発射装置１０を
作動させるためのハンドル９が回動操作可能に設置されている。加えて、供給皿７の前方
には、遊技者が任意に押し込み操作可能な押しボタン２５が設けられている。
　さらに、前扉４の上部には、効果音や各種メッセージ等を報音する一対のスピーカ１４
、１４が設けられており、前扉４の側部には、パチンコ機１の遊技状態等に応じて点灯・
点滅する複数のＬＥＤを備えたランプ部材１５、１５が設けられている。
【００１５】
　一方、機枠３の後面側には、供給皿７へ貸球や賞品球として払い出される遊技球を貯留
するための貯留タンク１１、当該貯留タンク１１と連結された払出装置１２、払出装置１
２における払い出し動作を制御する払出制御装置２８、及び各制御基板や装置・部材に電
源電圧を供給するための電源装置２９等が設置されている。また、２１は、合成樹脂製の
カバー状に形成されたセンターカバーであって、当該センターカバー２１の内部には、遊
技に係る主たる制御（たとえば、所謂「大当たり抽選」等）を実行するためのメイン制御
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装置３０（図４に示す）、図柄表示部６における表示動作等を制御する表示制御装置５０
（図４に示す）、ランプ部材１５の点灯／点滅動作等を制御する発光制御装置５１（図４
に示す）、スピーカ１４からの報音動作を制御する音制御装置５２（図４に示す）、及び
表示制御装置５０や音制御装置５２等の動作を統合的に制御するサブ制御装置４０（図４
に示す）等が設置されている。尚、２２は、パチンコ機１をトランスに接続するためのプ
ラグであり、２７は、アースである。
【００１６】
　次に、パチンコ機１の制御機構について、図４をもとに説明する。図４は、パチンコ機
１の制御機構を示したブロック図である。
　メイン制御装置３０には、「大当たり抽選」の実行とともに下記部材の動作を制御する
メインＣＰＵ３２、ＲＯＭやＲＡＭ等といった記憶手段３３、タイマ３４、及びインター
フェイス３５等が搭載されたメイン制御基板３１が内蔵されている。そして、該メイン制
御基板３１は、インターフェイス３５を介して、始動入賞口１９やチューリップ式電動役
物１７、大入賞装置１８、払出制御装置２８、電源装置２９、及び特別図柄表示部６１等
と接続されている。また、メイン制御基板３１は、サブ制御装置４０内に内蔵されたサブ
統合基板４１とも電気的に接続されている。
【００１７】
　記憶手段３３には、「大当たり抽選」に使用するｃカウンタ、及び主に「特別図柄」や
「装飾図柄」の変動時間である基本変動パターン（図柄変動パターン）を決定するｄカウ
ンタ等の複数のカウンタが内蔵されている。各カウンタは、電源投入時から所定の規則に
従って所定の数値の間をごく短時間（たとえば１割込２．０００ｍｓ）のうちに１ずつ加
算しながらループカウントするループカウンタであって、当該カウンタを用いた数値の取
得は、乱数の取得とみなすことができる。また、ｃカウンタは０～７００（７０１通り）
の間を、ｄカウンタは０～３０（３１通り）の間を夫々ループカウントするようになって
いる。そして、メインＣＰＵ３２は、遊技球の始動入賞口１９又はチューリップ式電動役
物１７への入賞検出を契機としてｃカウンタ及びｄカウンタから夫々１つの数値を取得す
る（「大当たり抽選」を実行する）とともに、ｃカウンタによる取得数値が所定の「大当
たり数値」であるか否かを判定する。
【００１８】
　また、記憶手段３３には、特別図柄表示部６１に表示する特別図柄と、図５に示す如く
ｄカウンタの数値と基本変動パターンとを対応づけた基本変動パターン決定テーブルとが
記憶されている。この基本変動パターンとは、主に特別図柄及び装飾図柄の変動時間（変
動開始から確定表示までの時間）を規定するものであって、全ての基本変動パターンは、
所定の単位変動時間（ここでは４．０秒）の自然数倍の長さとなっている。すなわち、図
柄表示部６における装飾図柄の変動表示態様が所謂ノーマル外れ（リーチ演出無し）とな
る基本変動パターンＡは８．０秒（２倍）であり、ノーマルリーチ演出有りとなる基本変
動パターンＢは１２．０秒（３倍）となっている。また、図柄表示部６における装飾図柄
の変動表示態様がロングリーチ演出有りとなる基本変動パターンＣは２０．０秒（５倍）
であり、スーパーリーチ演出有りとなる基本変動パターンＤは３２．０秒（８倍）となっ
ている。さらに、記憶手段３３には、たとえば特別図柄表示部６１において特別図柄が変
動表示中に始動入賞口１９へ遊技球が入賞したような場合に、当該入賞に伴うｃカウンタ
及びｄカウンタの取得数値（入賞情報）を保留情報として最大４つまで記憶する保留情報
記憶領域が設けられている。尚、保留情報記憶領域に記憶されている保留情報の数は、後
述するようにサブ統合基板４１による制御のもと、保留表示部２０で点灯表示されて遊技
者に報知される。また、保留情報は、特別図柄及び装飾図柄が確定表示される度に記憶し
た順番で順次消化され、該消化に伴って新たな保留情報が記憶可能となる。
【００１９】
　サブ制御装置４０には、サブ統合ＣＰＵ４２、記憶手段４３、タイマ４４、及びインタ
ーフェイス４５等が搭載されたサブ統合基板４１が内蔵されている。該サブ統合基板４１
は、インターフェイス４５を介してメイン制御基板３１と電気的に接続されているととも
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に、表示制御装置５０、発光制御装置５１、及び音制御装置５２と電気的に接続されてお
り、サブ統合ＣＰＵ４２は、後述するようにメイン制御基板３１から大当たり抽選に係る
信号を受信すると、その信号の内容に応じて各制御装置を制御し、スピーカ１４やランプ
部材１５の動作や、図柄表示部６における装飾図柄の表示動作を制御するようになってい
る。さらに、サブ統合基板４１には、インターフェイス４５を介して、押しボタン２５、
及び保留表示部２０等も接続されている。
【００２０】
　また、記憶手段４３には、図柄表示部６に表示する通常の装飾図柄を記憶する図柄記憶
領域（図示せず）と、該装飾図柄の詳細な変動表示態様やキャラクターの動画を用いたキ
ャラクター演出等からなる複数の詳細変動パターン（図柄変動パターン）を記憶した通常
変動パターン記憶領域４６とが設けられており、種々の詳細変動パターンが図６に示す如
くメイン制御基板３１で決定される基本変動パターンと対応づけて記憶されている。尚、
ノーマルリーチ演出は、リーチが確定するまでの共通変動演出８．０秒と、リーチ確定後
の第１リーチ変動演出４．０秒とから構成されている。また、ロングリーチ演出は、共通
変動演出８．０秒と、リーチ確定後の第２リーチ変動演出１２．０秒とから構成されてい
る。さらに、スーパーリーチ演出は、共通変動演出８．０秒と、リーチ確定後の第３リー
チ変動演出２４．０秒とから構成されている。
【００２１】
　そして、上記パチンコ機１における基本的な遊技動作について、以下簡略に説明する。
　遊技者によってハンドル９が回動操作されると、発射装置１０が作動し、発射通路１３
を介して遊技球が遊技領域１６内へ打ち込まれる。そして、遊技領域１６内を流下する遊
技球が始動入賞口１９又はチューリップ式電動役物１７へ入賞する（所定条件を充足する
）と、当該入賞がメインＣＰＵ３２により検出される。すると、メインＣＰＵ３２は、入
賞検出のタイミングでｃカウンタ及びｄカウンタから１つの数値を取得するとともに、今
回取得したｃカウンタの数値が所定の「大当たり数値（たとえば“０”又は“３００”）
」であるか否か、及び当該「大当たり数値」であるか否かを踏まえた上でのｄカウンタの
取得数値に対応する基本変動パターンを先読み判定として一旦判定し、後述するような保
留情報を記憶する際と同様の制御（たとえば予定情報の作成及び送信等）を実行した後、
特別図柄表示部６１において特別図柄を変動表示中であるか否か、及び保留情報の有無を
確認する。そして、特別図柄表示部６１において特別図柄が変動中でなく、且つ、保留情
報が１つも存在しない場合、今回取得したｃカウンタの数値が所定の「大当たり数値（た
とえば“０”又は“３００”）」であるか否か、すなわち今回の「大当たり抽選」の結果
が「大当たり」であるか否かを再度大当たり判定として判定する。そして、「大当たり抽
選」の結果、「大当たり」である（すなわち、取得数値が「大当たり数値」である）と、
図５（ｂ）に示す基本変動パターン決定テーブルを用い、ｄカウンタの取得数値に対応す
る基本変動パターンを読み出す。一方、「大当たり抽選」の結果、「外れ」である（すな
わち、取得数値が「大当たり数値」以外の数値である）と、図５（ａ）に示す基本変動パ
ターン決定テーブルを用い、ｄカウンタの取得数値に対応する基本変動パターンを読み出
す。その後、メインＣＰＵ３２は、「大当たり抽選」の結果（「大当たり」であるか「外
れ」であるか）、及び読み出した基本変動パターン（特に変動時間）の種類を示す情報を
含んだ開始コマンドを作成するとともに、当該開始コマンドをサブ統合ＣＰＵ４２へと送
信する。また、特別図柄表示部６１において特別図柄を所定の態様で変動させるとともに
、タイマ３４による計時を開始する。そして、読み出した基本変動パターンの変動時間が
経過すると、「大当たり抽選」の結果に対応する特別図柄を確定表示させる（「大当たり
」の場合には大当たり特別図柄表示態様である“３”又は“７”で、「外れ」の場合には
“－”で夫々確定表示させる）とともに、確定信号を含んだ確定コマンドをサブ統合ＣＰ
Ｕ４２へと送信する。
【００２２】
　一方、特別図柄表示部６１において特別図柄を変動表示中であったり、保留情報の有無
を確認した際に保留情報が存在した場合には、当該入賞に伴うｃカウンタ及びｄカウンタ
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の取得数値にもとづく先読み判定を実行するとともに、ｃカウンタ及びｄカウンタの取得
数値を保留情報として記憶する。また、特別図柄を確定表示する度に、記憶されている保
留情報のうち最も古い保留情報について「大当たり抽選」の結果が「大当たり」であるか
否か等を大当たり判定として判定し、開始コマンドを送信する等の上記同様の制御を実行
するとともに、当該最も古い保留情報を保留情報記憶領域から削除する。さらに、保留情
報記憶領域に記憶されている保留情報の数が既に最大値に達していると、ｃカウンタ及び
ｄカウンタの取得数値の先読み判定を実行することなく、また、ｃカウンタ及びｄカウン
タの取得数値を保留情報として記憶することなく削除する。
　尚、チューリップ式電動役物１７の開閉動作に関しては、遊技領域１６内に設けられて
いるゲート部材（図示せず）への遊技球の通過をもって、「大当たり抽選」同様の乱数取
得による「抽選」を実行し、当選した場合にのみチューリップ式電動役物１７の翼片を所
定の設定時間だけ開動作させるようになっている。
【００２３】
　一方、サブ統合ＣＰＵ４２では、開始コマンドを受信すると、該開始コマンドに含まれ
ている「大当たり抽選」の結果に応じて最終的に確定表示する装飾図柄を決定するととも
に、通常変動パターン記憶領域４６から基本変動パターンに対応する詳細変動パターンを
読み出し、タイマ４４により計時しながら、読み出した詳細変動パターンにしたがって図
柄表示部６における装飾図柄を変動表示させる。そして、確定コマンドの受信に伴い、上
記決定した装飾図柄を図柄表示部６に確定表示する。つまり、「大当たり抽選」の結果が
「大当たり」であると、同一の装飾図柄を３つ並べる大当たり装飾図柄表示態様（たとえ
ば“２・２・２”や“７・７・７”）で確定表示させる。また、「大当たり抽選」の結果
が「外れ」であると、３つのうち少なくとも１つの装飾図柄が異なる外れ装飾図柄表示態
様（たとえば“１・２・３”）で確定表示させる。
【００２４】
　そして、「大当たり抽選」の結果が「大当たり」であると、装飾図柄及び特別図柄の確
定表示後、メインＣＰＵ３２は、「大当たり状態」の開始を報知する開始デモ、大入賞装
置１８の扉部材の所定回数にわたる断続的な開成、及び「大当たり状態」の終了を報知す
る終了デモからなる「大当たり状態」を生起させる。一方、「大当たり抽選」の結果が「
外れ」であると、装飾図柄及び特別図柄の確定表示後、保留情報が存在する場合には、最
も古い保留情報について「大当たり抽選」の結果の判定等を実行し、保留情報が存在しな
い場合には、次の始動入賞口１９又はチューリップ式電動役物１７への遊技球の入賞をも
って「大当たり抽選」及びその結果の判定等を実行する。
【００２５】
（図柄変動中における図柄変動パターンの切替演出）
　ここで、本発明の要部となる図柄表示部６での装飾図柄の変動中に、その変動表示演出
を通常の装飾図柄を用いた表示演出から特定装飾図柄を用いた表示演出へ切り替える演出
について説明する。
　メインＣＰＵ３２では、上述したように、ｃカウンタの取得数値を保留情報として記憶
する際、当該保留情報に係る「大当たり抽選」の結果が「大当たり」であるか否かを先読
み判定として一旦判定する。そして、その先読み判定の結果を含んだ先読み情報、及び当
該保留情報が何個目の保留にもとづくものであるかを予定情報としてサブ統合基板４１へ
送信するようになっている。なお、保留情報として記憶する情報はあくまで取得数値のみ
であり、保留情報の消化時に再度大当たり判定を実行するとともに、開始コマンドの送信
等の上記制御を実行することになる。
【００２６】
　一方、サブ統合基板４１の記憶手段４３には、受信した予定情報を記憶する予定情報記
憶領域４７が設けられている。そして、サブ統合ＣＰＵ４２は、予定情報を受信すると予
定情報記憶領域４７へ記憶するとともに、保留表示部２０においてＬＥＤを１つ点灯させ
て合計の点灯数を１つ増加させる。また、開始コマンドの受信にもとづいて、予定情報記
憶領域４７から最も古い予定情報を削除するとともに、保留表示部２０においてＬＥＤを
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１つ消灯させて合計の点灯数を１つ減少させる。
【００２７】
　さらに、サブ統合基板４１の記憶手段４３には、特定の条件が成立した際にのみ図柄表
示部６に表示する特定装飾図柄（特定図柄）を記憶する特定図柄記憶領域（図示せず）と
、該特定装飾図柄の詳細な変動表示態様やキャラクターの動画を用いたアニメーション演
出等からなる特定詳細変動パターン（特定図柄変動パターン）を記憶した特定変動パター
ン記憶領域４８とが設けられている。この特定装飾図柄とは、「０」～「９」の数字やア
ルファベット、漢字や記号等からなるものであって、通常の装飾図柄とは形状や色、大き
さ等が異なっている。また、特定詳細変動パターンの変動時間は、上記単位変動時間（特
定時間であって、ここでは４．０秒）であり、該単位変動時間内において特定の背景表示
上で特定装飾図柄を変動表示させた後、所定の表示態様で仮停止表示させるものである。
なお、特定装飾図柄の仮停止表示とは、確定表示する確定表示位置と同じ停止表示位置に
特定装飾図柄を完全に停止させる表示であってもよいし、完全には停止させず、当該停止
表示位置から上下左右等へ特定装飾図柄を僅かに揺らせるような表示であってもよい。ま
た、確定表示位置と停止表示位置を全く同じ位置としなくてもよい。
【００２８】
　そして、サブ統合ＣＰＵ４２では、図柄表示部６において通常の装飾図柄を変動表示し
ている状態において予定情報を受信すると、その度に図７に示すような制御を実行する。
　まず、サブ統合ＣＰＵ４２は、メインＣＰＵ３２で作成された予定情報を受信すると、
現在の変動表示に係る「大当たり抽選」の結果が「大当たり」であるか否か、及び受信し
た予定情報よりも消化の優先順位が高い予定情報（古い予定情報）に「大当たり抽選」の
結果が「大当たり」である予定情報が存在するか否かを判断する（Ｓ１）。つまり、サブ
統合ＣＰＵが大当たり判定手段５５となる。そして、現在の変動表示に係る「大当たり抽
選」の結果が「大当たり」である、若しくは、受信した予定情報よりも古い予定情報に「
大当たり抽選」の結果が「大当たり」である予定情報が存在すると判断する（Ｓ１でＹＥ
Ｓと判断する）と、後述するような制御を実行することなく、上述したような制御にした
がい通常の装飾図柄を確定表示させる（Ｓ２）。すなわち、現在の変動表示に係る「大当
たり抽選」の結果が「大当たり」である場合には、通常の装飾図柄を大当たり装飾図柄表
示態様で確定表示させる。また、受信した予定情報よりも古い予定情報に「大当たり抽選
」の結果が「大当たり」である予定情報が存在する場合には、現在の変動表示、及び「大
当たり抽選」の結果が「大当たり」である予定情報よりも消化の優先順位が更に高い予定
情報に係る変動表示については、通常の装飾図柄を外れ装飾図柄表示態様で確定表示させ
、「大当たり抽選」の結果が「大当たり」である予定情報に係る変動表示については、通
常の装飾図柄を大当たり装飾図柄表示態様で確定表示させる。
【００２９】
　一方、現在の変動表示に係る「大当たり抽選」の結果が「大当たり」でなく、且つ、受
信した予定情報よりも古い予定情報に「大当たり抽選」の結果が「大当たり」である予定
情報が存在しないと判断する（Ｓ１でＮＯと判断する）と、図柄表示部６における表示演
出を、通常の装飾図柄を用いた表示演出から特定装飾図柄を用いた表示演出へと切り替え
るか否かを、乱数の取得等を用いた抽選（以下、この抽選を突入抽選といい、該突入抽選
の当選確率は１／７３となっている）により決定する（Ｓ３）。つまり、サブ統合ＣＰＵ
４２が突入抽選手段５６となり、その突入抽選の結果が非当選である（Ｓ３でＮＯと判断
する）と、上述したような制御にしたがい通常の装飾図柄を確定表示させる（Ｓ２）、す
なわち外れ装飾図柄表示態様で確定表示させる。
【００３０】
　一方、突入抽選の結果が当選である（Ｓ３でＹＥＳと判断する）と、現在の通常の装飾
図柄による変動表示の残余時間（予定情報を受信した時点から装飾図柄を確定表示するま
での時間）が上記単位変動時間以上あるか否かを確認する（Ｓ４）。つまり、サブ統合Ｃ
ＰＵ４２が残余時間確認手段５７となり、残余時間が単位変動時間に満たない（Ｓ４でＮ
Ｏと判断する）と、現在の変動表示を通常の装飾図柄（外れ装飾図柄表示態様）で確定表
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示する（Ｓ５）。その後、サブ統合ＣＰＵ４２が表示態様切替手段５８となり、消化の優
先順位が最も高い予定情報に係る開始コマンドの受信に伴い、図柄表示部６に表示する装
飾図柄を特定装飾図柄に変更するとともに、特定変動パターン記憶領域４８から読み出し
た特定詳細変動パターンにしたがい特定装飾図柄を変動表示及び停止表示する（Ｓ６）。
一方、残余時間が単位変動時間以上に残っている（Ｓ４でＹＥＳと判断する）と、現在の
変動表示において確定表示となるまでの時間が単位変動時間の自然数倍（１～７倍）とな
るタイミングであって、現時点に最も近いタイミングを切替タイミングとして設定した（
Ｓ７）後、当該切替タイミングにおいてサブ統合ＣＰＵ４２が表示態様切替手段５８とな
り、図柄表示部６に表示する装飾図柄を通常の装飾図柄から特定装飾図柄に変更するとと
もに、特定変動パターン記憶領域４８から読み出した特定詳細変動パターンにしたがい特
定装飾図柄を変動表示及び仮停止表示する（Ｓ６）。そして、上述の如くして図柄表示部
６での表示演出を特定詳細変動パターンによるものに切り替えると、少なくとも突入抽選
で当選した予定情報に係る変動表示についてまで（すなわち、突入抽選で当選した予定情
報を消化するまで）特定変動パターン記憶領域４８に記憶されている特定詳細変動パター
ンにしたがった表示演出を継続する。尚、サブ統合ＣＰＵ４２では、予定情報を受信して
から残余時間の確認までを極めて短い時間内に実行するため、残余時間を確認するタイミ
ングと予定情報を受信するタイミングとは同じであると見なして何ら問題はない。また、
仮停止表示時においてメイン制御基板３１から確定コマンドを受信すると、仮停止表示と
同じ表示態様のまま、特定装飾図柄を確定表示する。
【００３１】
　ここで、上記突入抽選に当選した際の表示動作を具体的に説明すると、現在の変動表示
が基本変動パターンＡに対応するものであり、予定情報を受信したタイミングが変動開始
から６秒の時点であると、残余時間が２．０秒しかない（すなわち、Ｓ４でＮＯと判断す
る）ため、当該変動表示に関しては、２．０秒後に受信する確定コマンドをもって通常の
装飾図柄により外れ装飾図柄表示態様で確定表示する（Ｓ５）。しかしながら、次の予定
情報に係る図柄の変動を開始する（開始コマンドの受信）にあたり、図柄表示部６に表示
する装飾図柄を特定装飾図柄に変更するとともに、特定変動パターン記憶領域４８から読
み出した特定詳細変動パターンにしたがい特定装飾図柄を変動表示及び仮停止表示する（
Ｓ６）。このとき、特定詳細変動パターンは上述したように単位変動時間であり、全ての
基本変動パターンは単位変動時間の自然数倍の長さであるため、たとえば次の予定情報の
基本変動パターンが基本変動パターンＣであると、特定詳細変動パターンによる特定装飾
図柄の変動表示及び仮停止表示を５回繰り返した後、５回目の仮停止表示における表示態
様のまま特定装飾図柄を確定表示させる。つまり、通常の装飾図柄を用いた表示演出であ
れば、１つの予定情報の消化に係り通常の装飾図柄が変動開始してからロングリーチ演出
を経て停止表示（確定表示）となる演出が実行されるところ、特定装飾図柄を用いた表示
演出では、１つの予定情報の消化に係り特定装飾図柄が変動開始となり停止表示（仮停止
表示及び確定表示）となる演出が５回も繰り返して実行されることになる。したがって、
遊技者にしてみると、保留表示部２０で表示されている保留の数と図柄表示部６における
図柄の変動回数とが一致せず、１つの保留で複数回の変動表示が実行されているかの如き
印象を受けることになる。そして、当該特定詳細変動パターンによる表示演出は、少なく
とも突入抽選に当選した予定情報に係る変動表示に関してまで継続する。
【００３２】
　また、現在の変動表示が基本変動パターンＢに対応するものであり、予定情報を受信し
たタイミングが変動開始から３．０秒の時点であると、残余時間が９．０秒もある（すな
わち、Ｓ４でＹＥＳと判断する）ため、確定表示となるまでの時間が８．０秒となるタイ
ミング（共通変動演出からリーチ確定後の第１リーチ変動演出へ移行するタイミング）を
切替タイミングとし（Ｓ７）、当該切替タイミングにおいて装飾図柄を特定装飾図柄とし
、且つ、８．０秒間に特定詳細変動パターンによる特定装飾図柄の変動表示及び仮停止表
示を２回繰り返した（Ｓ６）後、確定コマンドの受信をもって２回目の仮停止表示におけ
る表示態様のまま特定装飾図柄を確定表示させる。そして、次の開始コマンドの受信をも
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って消化の優先順位が最も高い予定情報に係る変動表示を開始することになるが、この変
動表示は、上記同様に基本変動パターンに応じて特定詳細変動パターンによる特定装飾図
柄の変動表示及び仮停止表示を繰り返す演出となる。つまり、現在の変動表示中に切り替
えた特定詳細変動パターンによる表示演出は、少なくとも突入抽選に当選した予定情報に
係る変動表示に関してまで継続する。
【００３３】
　さらに、現在の変動表示が基本変動パターンＤに対応するものであり、予定情報を受信
したタイミングが変動開始から２５秒の時点であると、残余時間が７秒ある（すなわち、
Ｓ４でＹＥＳと判断する）ため、確定表示となるまでの時間が４．０秒となるタイミング
（リーチ確定後の第３リーチ変動演出を実行途中のタイミング）を切替タイミングとし（
Ｓ７）、当該切替タイミングにおいて装飾図柄を特定装飾図柄とし、且つ、４．０秒間で
特定詳細変動パターンによる特定装飾図柄の変動表示及び仮停止表示を１回実行した（Ｓ
６）後、１回目の仮停止表示における表示態様のまま特定装飾図柄を確定表示させる。つ
まり、図柄表示部６において所謂スーパーリーチ演出中にいきなり装飾図柄が特定装飾図
柄に切り替わるとともに、スーパーリーチ演出とは全く異なる特定詳細変動パターンによ
る表示演出が実行されることになる。
【００３４】
　なお、変動表示及び仮停止表示を繰り返す際、仮停止表示時における特定装飾図柄の表
示態様は、たとえば３つの特定装飾図柄のうち少なくとも１つの特定装飾図柄が異なると
いった外れ特定装飾図柄表示態様となっている。また、突入抽選に当選した予定情報に係
る「大当たり抽選」の結果が「大当たり」である場合、当該予定情報に係る変動表示にお
ける最後の仮停止表示時における特定装飾図柄の表示態様、すなわち当該予定情報の消化
に係る確定コマンドを受信するタイミングでの特定装飾図柄の停止表示態様を、たとえば
同一の特定装飾図柄を３つ並べる大当たり特定装飾図柄表示態様とすればよい。このとき
、最後の仮停止表示における表示態様のみならず、途中の仮停止表示における表示態様か
ら大当たり特定装飾図柄表示態様とし、該大当たり特定装飾図柄表示態様で仮停止表示を
繰り返すようにしてもよい。さらに、通常の詳細変動パターンにもとづけばリーチ確定と
なるタイミング（すなわち共通変動演出から第１～第３リーチ変動演出へと移行するタイ
ミング）で、装飾図柄を特定装飾図柄から通常の装飾図柄へと変更するとともに、表示演
出を特定詳細変動パターンから通常の詳細変動パターンへと切り替えるように構成するこ
とも可能である。
【００３５】
　次に、突入抽選に当選した後、図柄表示部６で装飾図柄（タイミングによっては通常／
特定のどちらでも起こり得る）の変動表示中に予定情報を受信すると、その度に図８に示
すような制御を実行する。また、突入抽選に当選することで生起した予定情報に係る特定
詳細変動パターンでの変動表示を、予定情報をまたいで継続するか否か、図９に示すよう
な制御で決定する。
【００３６】
　まず、サブ統合ＣＰＵ４２は、突入抽選に当選した後、図柄表示部６で装飾図柄の変動
表示中に予定情報を受信すると、受信した予定情報よりも古い予定情報に「大当たり抽選
」の結果が「大当たり」である予定情報が存在するか否かを判断する（Ｓ１１）。つまり
、サブ統合ＣＰＵ４２が大当たり判定手段５５となり、受信した予定情報よりも古い予定
情報に「大当たり抽選」の結果が「大当たり」である予定情報が存在すると判断する（Ｓ
１１でＹＥＳと判断する）と、後述するような制御を実行せずに終了となる。一方、受信
した予定情報よりも古い予定情報に「大当たり抽選」の結果が「大当たり」である予定情
報が存在しないと判断する（Ｓ１１でＮＯと判断する）と、今度は受信した予定情報に係
る「大当たり抽選」の結果が「大当たり」であるか否かを判断する（Ｓ１２）。すなわち
、サブ統合ＣＰＵ４２が再度大当たり判定手段５５となり、「大当たり抽選」の結果が「
大当たり」でないと判断する（Ｓ１２でＮＯと判断する）と、特定詳細変動パターンでの
表示演出を当該予定情報に係る変動表示まで継続させるか否かを、乱数の取得等を用いた
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抽選（以下、この抽選を継続抽選といい、該継続抽選の当選確率は１／８となっている）
により決定する（Ｓ１３）。つまり、サブ統合ＣＰＵ４２が継続抽選手段５９となり、そ
の継続抽選の結果が非当選である（Ｓ１３でＮＯと判断する）と、その旨を予定情報に含
ませて予定情報記憶領域４７に記憶させ（Ｓ１４）た後、終了する。なお、継続抽選とは
別に、上記Ｓ２と同じ突入抽選も継続抽選と同じタイミングで行っており（すなわち、Ｓ
１３では突入抽選手段５６としての抽選も実行する）、該突入抽選の結果についてもＳ１
４で予定情報に含ませている。
【００３７】
　一方、継続抽選の結果が当選である（Ｓ１３でＹＥＳ）と、サブ統合ＣＰＵ４２が予定
情報書換手段５４となり、自身よりも古い予定情報について継続抽選の結果が非当選であ
ると、継続抽選の結果を当選に書き換えるとともに、自身についても継続抽選の結果が当
選である旨を予定情報に含ませて予定情報記憶領域４７に記憶させ（Ｓ１５）た後、終了
する。また、Ｓ１２で予定情報に係る「大当たり抽選」の結果が「大当たり」であると判
断した場合には、継続抽選の結果が当選である場合と同じ制御を実行する。すなわち、Ｓ
１５へと進み、サブ統合ＣＰＵ４２が予定情報書換手段５４となり、自身よりも古い予定
情報について継続抽選の結果が非当選であると、継続抽選の結果を当選に書き換えるとと
もに、自身についても継続抽選の結果が当選である旨を予定情報に含ませて予定情報記憶
領域４７に記憶させる。したがって、予定情報に係る「大当たり抽選」の結果が「大当た
り」であると判断した場合には、継続抽選の結果が無条件で当選になると言うことができ
る。
【００３８】
　そして、サブ統合ＣＰＵ４２では、突入抽選に当選した予定情報に係る特定詳細変動パ
ターンでの変動表示が終了する（すなわち確定コマンドを受信する）と、次に消化する予
定情報が存在するか否かを確認する（Ｓ２１）。つまり、サブ統合ＣＰＵ４２が予定情報
確認手段５３となり、消化する予定情報が存在する（Ｓ２１でＹＥＳと判断する）と、当
該予定情報に係る開始コマンドの受信に伴い、今回消化する予定情報の継続抽選の結果を
確認する（Ｓ２２）。つまり、再びサブ統合ＣＰＵ４２が予定情報確認手段５３となり、
継続抽選の結果が当選である（Ｓ２２でＹＥＳと判断する）と、当該予定情報に係る変動
表示についても、引き続き特定装飾図柄を用いた特定詳細変動パターンでの表示演出を継
続し（Ｓ２３）、当該予定情報に係る確定コマンドの受信に伴い、再びＳ２１へと戻る。
【００３９】
　一方、継続抽選の結果が非当選である（Ｓ２２でＮＯと判断する）と、今回消化する予
定情報に係る突入抽選の結果を確認する（Ｓ２４）。つまり、再びサブ統合ＣＰＵ４２が
予定情報確認手段５３となり、突入抽選の結果が当選である（Ｓ２４でＹＥＳと判断する
）と、上記Ｓ２２でＹＥＳと判断した場合と同じく、当該予定情報に係る変動表示につい
て、引き続き特定装飾図柄を用いた特定詳細変動パターンでの表示演出を継続し（Ｓ２３
）、当該予定情報に係る確定コマンドの受信に伴い、再びＳ２１へと戻る。一方、突入抽
選の結果が非当選である（Ｓ２４でＮＯと判断する）と、サブ統合ＣＰＵ４２が表示態様
切替手段５８となり、図柄表示部６に表示する装飾図柄を特定装飾図柄から通常の装飾図
柄に変更するとともに、通常変動パターン記憶領域４６から読み出した詳細変動パターン
にしたがい装飾図柄を変動表示及び確定表示する（Ｓ２５）という通常の表示演出へと復
帰する。
【００４０】
　また、次に消化する予定情報が存在しない場合（Ｓ２１でＮＯと判断する場合）、図柄
表示部６では特定装飾図柄のまま停止表示（確定表示した表示態様のまま停止表示）を継
続し、次に遊技球が始動入賞口１９又はチューリップ式電動役物１７へ入賞したことをも
ってメインＣＰＵ３２から送信されてくる予定情報の受信に伴い、サブ統合ＣＰＵ４２は
突入抽選手段５６となって上記同様の突入抽選を実行する（Ｓ２６）。そして、Ｓ２４で
突入抽選の結果を確認し、突入抽選の当否に応じて上記同様の制御を実行する。
【００４１】
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　ここで、上記継続抽選や突入抽選の結果、予定情報の有無等にもとづく表示動作の具体
的な説明をする。たとえば保留が２つ（すなわち予定情報が２つ）存在しており、そのど
ちらの予定情報についても「大当たり抽選」及び継続抽選共に結果が外れである状況を考
える。この状況において更に遊技球が始動入賞口１９又はチューリップ式電動役物１７へ
入賞すると、当該入賞に係る予定情報についても当然ながら大当たり判定及び継続抽選を
実行し（Ｓ１２、Ｓ１３）、当該予定情報に係る「大当たり抽選」の結果が「大当たり」
である若しくは継続抽選が当選であると、消化の優先順位が高い２つの予定情報について
も継続抽選の結果を当選に書き換え（Ｓ１５）、少なくともこの３つ目の予定情報に係る
変動表示が終了するまで特定装飾図柄を用いた特定詳細変動パターンでの表示演出を継続
する（Ｓ２１～Ｓ２３）。
【００４２】
　また、上記３つ目の予定情報の取得以降に１度も遊技球の始動入賞口１９又はチューリ
ップ式電動役物１７への入賞が発生しないまま、その３つ目の予定情報に係る変動表示が
終了する（Ｓ２１でＮＯと判断する状況になる）と、次に新たな入賞が発生するまで、特
定詳細変動パターンで使用する背景のまま特定装飾図柄での停止表示を継続する。なお、
サブ統合ＣＰＵ４２は、現在の変動表示演出中に、次に消化しなければならない予定情報
が存在するか否かを先読みしており、予定情報が存在しないまま現在の変動表示を終了さ
せる際、現在の変動表示における最後の特定詳細変動パターンにおいて、扉が閉まるアニ
メーションを追加する。したがって、扉が閉まった背景表示上に特定装飾図柄が停止表示
しているような表示態様となる。そして、新たな入賞が発生した際、当該入賞に係る予定
情報に応じて突入抽選を実行し（Ｓ２６）、突入抽選が当選であると、扉が開くアニメー
ションを表示した上で、特定装飾図柄を用いた特定詳細変動パターンでの表示演出を継続
させる（Ｓ２３）ことになる。また、このとき継続を報知するメッセージ（たとえば「ま
だまだ！」）を図柄表示部６に追加表示してもよい。一方、突入抽選が非当選であると、
扉が開くアニメーションを表示した上で、通常の詳細変動パターンにしたがった通常の装
飾図柄の変動表示へと復帰させる（Ｓ２５）ことになる。
【００４３】
　一方、３つ目の予定情報に係る継続抽選が外れ、次に新たな入賞が発生する前に最も古
い予定情報に係る変動表示を開始する際には、その最も古い予定情報の突入抽選の結果を
確認し（Ｓ２２）、突入抽選が当選している場合にのみ特定装飾図柄を用いた特定詳細変
動パターンでの表示演出を継続する（Ｓ２３）。なお、サブ統合ＣＰＵ４２は、現在の変
動表示演出中に、次の予定情報の継続抽選の当否に関しても先読みしており、継続抽選の
結果が外れのまま現在の変動表示を終了させる際、上記同様に現在の変動表示における最
後の特定詳細変動パターンにおいて、扉が閉まるアニメーションを追加する。そして、次
の予定情報（ここでは最も古い予定情報）に係る変動表示を開始する際に、突入抽選の結
果を確認し（Ｓ２４）、突入抽選が当選であると、扉が開くアニメーションを表示した上
で、特定装飾図柄を用いた特定詳細変動パターンでの表示演出を継続させる（Ｓ２３）こ
とになる。また、このときも上記同様に継続を報知するメッセージを図柄表示部６に追加
表示してよい。一方、突入抽選が非当選であると、扉が開くアニメーションを表示した上
で、通常の詳細変動パターンにしたがった通常の装飾図柄の変動表示へと復帰させる（Ｓ
２５）ことになる。
【００４４】
　なお、図柄表示部６において保留が１つも存在せず、且つ、通常の装飾図柄が確定表示
で停止している状態において、遊技球の始動入賞口１９又はチューリップ式電動役物１７
への入賞が発生した場合については、上記図９におけるＳ２４～Ｓ２６と略同じ制御を実
行する。すなわち、サブ統合ＣＰＵ４２は、予定情報の受信に応じて、突入抽選を実行し
、該突入抽選が当選である場合にのみ、通常の装飾図柄から特定装飾図柄へと変更し、該
入賞に係る図柄の変動表示を、特定装飾図柄を用いた特定詳細変動パターンによる変動表
示とする。
【００４５】
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（本実施形態のパチンコ機による効果）
　上述したような制御を実行するパチンコ機１によれば、記憶手段４３に、特定装飾図柄
と、特定装飾図柄の変動表示態様であって、特定装飾図柄を変動開始してから所定の特定
時間の経過をもって仮停止表示させるという特定詳細変動パターンとを記憶しており、突
入抽選や継続抽選といった表示制御抽選を実行し、当該表示制御抽選に当選すると、図柄
表示部６において図柄の変動を開始するに際し、特定詳細変動パターンにしたがった特定
装飾図柄の変動表示及び仮停止表示を、図柄変動時間の種類に応じて異なる回数繰り返す
ようになっている。そのため、１つの特定詳細変動パターンだけ設定しておけば、従来の
如く変動表示及び仮停止表示を繰り返す回数の違い毎に一々異なる特定詳細変動パターン
を設定しなくても、当該特定詳細変動パターンを繰り返す回数の違いだけで対応すること
ができる。したがって、特定詳細変動パターンとして予め記憶しておかなければならない
ものの種類が少なくてすみ（本実施形態では１種類でよい）、図柄変動パターンの設定が
簡易であるし、記憶領域を節約することができる上、そのように少ない種類の特定詳細変
動パターンで繰り返し回数が異なる等の多様な表示演出を遊技者に提供することができる
。
【００４６】
　また、基本変動パターンの変動時間が特定時間である単位変動時間の自然数倍となって
いるため、たとえば特定詳細変動パターンによる表示演出に切り替えた後、当該表示演出
を複数の入賞にわたって継続するような場合や、図柄の変動開始時から特定詳細変動パタ
ーンによる表示演出に切り替えるような場合に、特定装飾図柄の変動表示及び仮停止表示
の繰り返し回数を決定するだけで容易に対応することができる。
【００４７】
　さらに、図柄表示部６において装飾図柄を変動表示中に予定情報（すなわち保留情報）
が発生すると、図柄表示部６における表示演出を、特定装飾図柄を用いた特定詳細変動パ
ターンによるものへと切り替えるか否かの突入抽選を実行するとともに、当該変動表示に
係る残余時間を確認する。そして、突入抽選に当選し、且つ、残余時間が特定時間（実施
形態では所定の単位変動時間）以上あると、当該変動表示中に、図柄表示部６における表
示演出を、通常の装飾図柄を用いた詳細変動パターンによる表示演出から特定装飾図柄を
用いた特定詳細変動パターンによる表示演出へと切り替える。したがって、図柄表示部６
における通常の装飾図柄の変動中に、その変動表示態様が急に切り替わるといった従来に
ない斬新な演出を提供することができる。また、保留数が１つしか存在しなくても変動表
示態様が切り替わり得るため、保留数が複数必要だった従来のものと比較して切り替わる
状況が発生しやすく（ひいては切り替わる演出が出現しやすく）、遊技性の高いパチンコ
機１とすることができる。
【００４８】
　また、残余時間が単位変動時間以上あると、確定表示となるまでの時間が単位変動時間
の自然数倍となるタイミングにおいて図柄表示部６における表示演出を、特定装飾図柄を
用いた特定詳細変動パターンによるものへと切り替えるとともに、特定詳細変動パターン
したがって特定装飾図柄を変動表示及び仮停止表示を所定回繰り返す。したがって、予定
情報を取得したタイミングにもとづいて図柄表示部６における表示演出が切り替わるタイ
ミングが異なるため、趣向性が更に増すし、保留表示部２０で保留の数が変動する態様と
特定装飾図柄の変動回数とが一致しないという新たな表示演出を遊技者に提供することが
できる。
【００４９】
　加えて、突入抽選に当選後は、予定情報を受信する度に、複数の予定情報をまたいで特
定詳細変動パターンによる表示演出を継続するか否かを決定する継続抽選を実行するとと
もに、継続抽選に当選した場合、自身よりも消化の優先度が高い予定情報における継続抽
選の抽選結果が外れであると当選に書き換え、少なくとも継続抽選に当選した予定情報に
係る変動表示までは特定詳細変動パターンによる表示演出を継続する。したがって、特定
詳細変動パターンによる表示演出から通常の詳細変動パターンによる表示演出へと復帰す
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るタイミングが一様でないし、特定詳細変動パターンによる表示演出が複数の予定情報を
またいで継続しやすくすることができる。
【００５０】
（本発明の変更例について）
　なお、本発明のパチンコ機に係る構成は、上記実施形態に何ら限定されるものではなく
、パチンコ機全体の構成、大当たり状態の内容や大当たり状態の終了後の遊技状態に係る
構成、及び制御機構に係る構成等について、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で必要に応じ
て適宜変更可能である。
【００５１】
　たとえば、上記実施形態では、突入抽選や継続抽選の当選確率を一律としているが、特
別図柄の変動回数等に応じて突入抽選や継続抽選の当選確率が変化するように構成しても
よいし、突入抽選や継続抽選の当選確率は言うまでもなく変更可能である。
　また、上記実施形態では、特定詳細変動パターンとして変動時間が単位変動時間である
１種類しか備えていないが、図柄変動中に切り替える際に使用する変動時間が特定時間で
ある切替時変動パターンと、継続中に使用する基本変動パターンの種類と対応した夫々異
なる変動時間を有する複数種類の特定詳細変動パターンとを備えるように構成してもよい
。なお、この場合、切替時変動パターンの特定時間を所定の基本変動パターンの変動時間
を対応させ、切替時変動パターンを継続中に使用するようにしても何ら問題はない。
【００５２】
　さらに、上記実施形態では、全ての基本変動パターンにおいて変動時間が単位変動時間
の２倍以上の長さとなっているが、変動時間が単位変動時間と同じ長さ（すなわち１倍）
である基本変動パターンを設定してもよく、たとえば保留の数が最大値に達しているよう
な場合に、そのような基本変動パターンが選択されるようにするといった構成が考えられ
る。
　さらにまた、たとえば保留情報が存在しない状況において始動入賞口１９への入賞が発
生した際、上記実施形態では、突入抽選に当選すると、図柄の変動開始時から特定装飾図
柄で変動を開始するように構成しているが、そうではなく、図柄の変動開始から所定の時
間経過後に、特定詳細変動パターンにしたがって特定装飾図柄による変動表示及び仮停止
表示を繰り返すという表示演出に切り替えてもよい。
【００５３】
　また、確定表示となるまで特定詳細変動パターンによる表示演出を継続するのではなく
、確定表示となるまでの間に詳細変動パターンにしたがった通常の装飾図柄による表示演
出へと復帰させるように構成してもよい。
　さらに、上記実施形態では、突入抽選に当選した際、残余時間に応じて特定装飾図柄の
変動表示及び仮停止表示の繰り返し回数を決定しているが、残余時間のみならず、図柄変
動時間に応じて繰り返し回数を決定するように構成（たとえば、図柄変動時間が２０秒で
あった場合には、どれだけ残余時間があろうとも２回しか繰り返さず、図柄変動時間が３
２秒である場合にのみ、３回以上繰り返すような構成）することも可能である。
【００５４】
　また、上記実施形態では、Ｓ１で受信した予定情報よりも古い予定情報に「大当たり抽
選」の結果が「大当たり」である予定情報が存在するか否かを判断し、その判断結果にも
とづいて突入抽選を実行するか否かを決定しているが、たとえ受信した予定情報よりも古
い予定情報に「大当たり抽選」の結果が「大当たり」である予定情報が存在していたとし
ても突入抽選を実行し、当選した場合には、図柄表示部における表示演出を特定詳細変動
パターンにしたがった表示演出へと切り替えるように構成する、すなわちＳ１で、受信し
た予定情報よりも古い予定情報に「大当たり抽選」の結果が「大当たり」である予定情報
が存在するか否かといった判断を行わないように構成することも可能である。なお、受信
した予定情報よりも古い予定情報に「大当たり抽選」の結果が「大当たり」である予定情
報が存在し、且つ、突入抽選に当選した場合には、「大当たり抽選」の結果が「大当たり
」である予定情報に係る変動表示まで特定詳細変動パターンによる表示演出を継続すると
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示部での表示演出を制御されるように構成してもよい。また、「大当たり状態」の生起を
もって突入抽選の結果等をリセットする（すなわち、特定装飾図柄を用いた特定詳細変動
パターンによる表示演出を終了する）ように構成してもよい。
【００５５】
　さらに、上記実施形態では、全ての基本変動パターンの変動時間を特定詳細変動パター
ンの単位変動時間の自然数倍としているが、上述の如く変動時間が異なる複数の特定詳細
変動パターンを備える等すれば、全ての基本変動パターンの変動時間を特定詳細変動パタ
ーンの単位変動時間の自然数倍とする必要はない。
　さらにまた、上記実施形態では、図柄表示部６とは別に保留表示部２０を設けているが
、図柄表示部６において保留数を表示する（すなわち、図柄表示部６が保留表示部として
の機能をも有する）ように構成することも可能である。さらに、Ｓ１２で受信した予定情
報に係る「大当たり抽選」の結果が「大当たり」であるか否かを判断し、「大当たり」で
ある場合には無条件に継続抽選の結果を当選としているが、Ｓ１２を省略する、すなわち
「大当たり抽選」の結果が「大当たり」であったとしても、特定詳細変動パターンによる
表示演出が終了となるような場合を起こり得るように構成してもよい。
【００５６】
　またさらに、上記実施形態では、メイン制御装置とサブ制御装置との２つの制御装置に
分けて制御するように構成しているが、メイン制御装置１つで制御するように構成しても
よく、メイン制御装置に特定変動パターン記憶領域や通常の詳細変動パターン記憶領域を
有する記憶手段等を設けてもよいし、メイン制御装置１つで制御する際には、予定情報等
を作成する必要はなく、保留情報のみを用いて突入抽選や継続抽選を実行すればよい。
　また、上記実施形態では、メイン制御装置からサブ制御装置へ開始コマンドと確定コマ
ンドとを送信するようにしているが、サブ制御装置のタイマを用いる等することで、確定
コマンドについては送信しない構成としても何ら問題はない。
【００５７】
　さらに、上記実施形態では、特別図柄と装飾図柄との２種類の図柄を用いるパチンコ機
について説明しているが、特別図柄のみを用いたパチンコ機であれば、図柄表示部に特別
図柄を表示するとともに、突入抽選に当選すると、特別図柄を特定特別図柄（特定図柄）
に変更する等するように構成することも可能である。
　加えて、特許請求の範囲の請求項、明細書、及び図面に記載される全ての要素は、明確
に個数を限定する記載がない限り、単一であっても、複数であっても構わないし、適宜配
置の変更が行われてもよい。また、それらの要素を各々別体で構成するか、適宜一体的に
構成するかは当業者であれば容易に考えられる設計的事項である。したがって、本発明に
係るパチンコ機を製作するにあたり、上記範囲内での構成上の差異を、実施形態に記載が
なされていないからといって採用することのみでは、本発明に係る権利を回避したことに
はならない。
【符号の説明】
【００５８】
　１・・パチンコ機、２・・遊技盤、６・・図柄表示部、１６・・遊技領域、１９・・始
動入賞口、２０・・保留表示部、３０・・メイン制御装置（制御手段）、４０・・サブ制
御装置（制御手段）、４２・・サブ統合ＣＰＵ、４３・・記憶手段、４４・・タイマ、４
６・・通常変動パターン記憶領域、４７・・予定情報記憶領域、４８・・特定変動パター
ン記憶領域、５３・・予定情報確認手段、５４・・予定情報書換手段、５５・・大当たり
判定手段、５６・・突入抽選手段、５７・・残余時間確認手段、５８・・表示態様切替手
段、５９・・継続抽選手段。



(17) JP 6164605 B2 2017.7.19

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(18) JP 6164605 B2 2017.7.19

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】



(19) JP 6164605 B2 2017.7.19

10

フロントページの続き

    審査官  堀　圭史

(56)参考文献  特開２０１２－０１９８４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－２５５１０１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３４４２４５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－１１５３３８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６３Ｆ　　　７／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

